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　安全で自由なモビリティ社会の実現を目指して，自

動運転の実用化に向けた動きが活発になっている．自

動運転の実用化にあたっては，そのルール作りや社会

受容性などの観点からも大きな課題がある 1) 2)． 

　ルール作りの観点では，安全論証の分野などで，自

動運転の安全性を保証するための技術的な議論が，国

連の基準や ISOなどの国際標準化の 2つの軸で進ん

でいる 3)．たとえば，安全とは何なのか，その安全を

どのレベルまで担保すれば良いのか，そのためにどの

ような評価を行えばよいのか，といったことが議論さ

れている．しかし，いわゆるトロッコ問題のように，

純粋に技術的な側面だけでは安全性の基準を決められ

ず，社会の中での自動運転の位置づけも含め議論を進

める必要がある．

　トロッコ問題とは「ある人を助けるために他の人を

犠牲にするのは許されるか？」という倫理学上の問題

である．自動運転の場合には，どのように行動しても

衝突が避けられない状況でどう判断すればよいか，と

いう点が論点となる 4)．この自動運転のトロッコ問題

については，たとえば，森田ら 5)が日本でのインター

ネットアンケート調査を行い，Bansalら 6)の米国での

同様の調査と比較をしている．研究では，自動運転車

両（Autonomous Vehicles, AVs）に対するユーザの購

買行動とトロッコ問題に対する倫理的価値観の傾向に

1.  ま え が き

差異があることから，自動運転が社会的なジレンマに

なりうることを示している． 

　一方，トロッコ問題だけでなく，自動運転の社会

受容性を評価する取り組みも進んでいる．Wangや

Taniguchiら 7) 8)の研究では，自動化レベルごとの賛否

意識の違いや，日本・英国・ドイツの各国ごとの受容

性評価の比較，個人のリスク許容度による受容性への

影響などについて論じている．また，Fleischerら 9)は，

自動運転の社会導入の側面から個人の期待値や関連す

る規制緩和等の必要性を聞く調査を行い，遠い将来の

理想よりも，規制緩和などユーザ自身にとってより身

近な近い将来の変化が，自動運転に対する賛否意識の

形成に影響を与えていることを示した． 

　従来の研究の結果から，自動運転が実現した社会へ

の賛否をユーザに問うときの課題として，以下の 2点

が挙げられる． 

　・　 新しい技術であり実体験がないことなので，

AVsがあることによる，ユーザ自身の行動の変

化を適切に想像してもらうことができない． 

　・　 ユーザ自身に不利益がなければ容認するという

態度，いわゆる，Not-In-My-Backyard (NIMBY)

では，実質的に受容していることにならない． 

すなわち，ユーザに対して，自動運転が導入された場

合に，その社会の一員としてユーザ自身が払わなけれ

ばならないコスト（デメリット）や負うべき責任を具

体的にイメージしてもらう必要がある．特に，安全論

証で線引きしようとしている安全の基準では，トロッ

コ問題の例のように AVsが関わるすべての事故を防止

できるわけではない．そのため，総論的な賛否では，

正確な社会受容性の評価にはならず，技術的な観点で

進む安全論証の議論の方向性を見誤る可能性がある．  

　本研究では，AVsに対する総論的な賛否に加えて，

AVsが関わる可能性のある交通事故ケースを提示して

賛否を問うことで，社会受容性をより正確に把握する

ことを試みる．特に，ユーザがイメージのしやすい，

交通違反が原因で起きる交通事故ケースを提示しなが

ら賛否を問うことで，AVsが社会に存在することによ

るユーザ自身が負うべき責任を理解したうえで賛否を

回答する方法について，妥当性を検証する． 

2.1  調査の前提 

　調査を実施するにあたって，安全論証の基準化や国

際標準化の状況を鑑みて，AVsについて以下のような

前提をおく． 

　・　AVsは積極的に交通違反を犯さない． 

　・　AVsは事故発生のきっかけを作らない． 

すなわち，やむを得ない状況で結果的に交通違反にな

る以外には，交通違反を犯さないのが AVsであり，そ

の結果として，交通事故の「原因」にはならないとする． 

　ここで，一般に交通事故の当事者順位は「過失の軽

重」によって決まる原則があり，必ずしも最初に交通

違反を犯した側が第一当事者になるわけではない．し

かし，本研究の前提において，AVsの関係する事故が

起きる場合には，相手側の交通違反などが原因となる

ため，交通違反を犯した相手側をもっとも過失の重い

「第一当事者」と呼び，以降，過失の重い順に「第二

当事者」「第三当事者」と呼ぶことにする．なお，後

述するようにアンケート調査にあたっては，「過失割

合」や「第一当事者」などについては言及せず，違反

内容と交通事故状況の説明のみで回答してもらうよう

にした． 

2.2  仮説と調査目的 

　調査にあたっての作業仮説を以下のようにおく． 

　・　 交通違反を犯した第一当事者との衝突を回避し

た結果，AVsが第三当事者に衝突し，第三当事

者が死亡した場合は，状況に関係なく，AVsは

第二当事者でも容認されないのではないか？ 

　・　 第一当事者が交通違反を犯した結果，AVsと第

一当事者が衝突し，第一当事者が死亡した場合

は，AVsは容認されるが，第一当事者が「誰か」

と「どんな交通違反か」で，容認レベルが変わ

るのではないか？ 

　これらの仮説に基づき，本研究では，「交通事故死者

数が激減する等のメリットのみの説明下での AVsの社

会導入の容認レベル」とも比較しながら，「AVsが第二

当事者で，第一 or第三当事者が死亡」という交通事故

の可能性が，ユーザの「AVsの社会導入」の容認レベ
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ルに与える影響を明らかにすることを目的とする． 

3.1  調査対象・期間 

　2節で述べた仮説と調査目的を検証するため，日米

独でのWeb回答方式によるアンケート調査を実施し

た．各国での調査対象・調査期間を Table 1に示す． 

　今回，いずれの調査でも，マイカーの有無は問わな

いものの，運転免許を保有し，1年に 1回以上運転し

ている人を対象とした．これは 2節で述べたように，

AVsを同じ道路を走行する一員として認識してもら

い，AVsと手動運転車が混在する世界をイメージしな

がら回答してもらうためである．漠然とした賛否では

なく，「もし不幸にして AVsが絡む事故が起きてしまっ

たとき，自分は AVに乗っているかもしれないし，手

動運転しているかもしれない」ということを考えたと

きに AVsが受容されるのか，を明らかにすることを目

指した． 

　調査実施の都合から，日本での調査会社を通じた

ユーザ調査と，米独での運転免許を所持する弊社拠点

従業員を対象とした調査の 2つに分けた．日本での調

査では，サンプルを各年代・性別で均等に割り付けを

行った．また，米独での調査では，Table 2に示す回

答数と構成比となった．このため，特に各国の結果の

共通点や相違点を考える上では，サンプルの質的・量

的な違いを考慮する必要がある． 

3.2  調査項目 

　各国の調査で共通して，Table 3に示す調査項目と

した．AVsの容認レベルの調査では，①で比較のベー

スとなる AVsの基本的な容認レベル，②で AVsが第二

当事者となる交通事故ケースを踏まえた容認レベル，

を順に問うことで，AVsの関わりうる交通事故を具体

的にイメージしながら回答できるように設計した．容

認レベルの回答は，11段階のリッカート尺度を用いて，

0%（反対）から 100%（賛成）の 10%刻みからの選

択方式とした． 

3.3  交通事故ケースの選定 

　Table 3 −②の AVsが第二当事者となる想定をした

交通事故の内容を Table 4に示す．選定した交通事故

ケースは，いずれも手動運転でも典型的に起きる事故

であり，人ではない AVsの判断により第一または第

三当事者が死亡することが許容されるか，ということ

を問うた．なお，交通事故ケース Eは 2019年 5月 8

日に大津市で起きた園児死傷事故を参考に，交通事故

ケースHは日本ならではの事故としてそれぞれ選定

した．また，米独での調査では，回答負荷低減のため

交通事故ケース C，D（自転車），H（横臥者）は割愛

した． 

3.4  アンケート画面 

　具体的なアンケート画面の例を Fig. 1に示す．図の

ように交通事故ケースは文章とイラスト（鳥瞰図）で

説明することで，回答者に状況を理解してもらえるよ

うにした．また，回答者には設問ごとの交通事故ケー

スのみを考慮して回答するよう注意書きを添える工夫

をした．なお，右側・左側通行の別や信号機の色など，

各国の交通事情に合わせて，交通事故ケースの意味合

いが変わらない範囲でカスタマイズしている． 

4.1  各国ごとの賛否の平均 

　全体的な容認レベルを把握するために，日本での調

査結果について，0%から 100%までの 11段階の回

答の平均を取った結果を Fig. 2に示す．図では，平

均値としてみたときの賛成割合の高い順に各交通事故

ケースを並べ替えている． 

　また，同様に Fig. 3には，日米独の 3か国共通で実

施した 10個の交通事故ケースについて，賛成割合の

高い順に並べ替えて図示した．この場合，賛成割合の

高い順は日本と他の 2か国で一部異なっていたので，

米独での順位に合わせた． 

3.  方 法

Table 2　Survey samples’ attributes

Fig. 1　Sample of questionnaire

Table 1　Survey samples, regions, and periods

Table 3　Survey structure

Table 4　Traffic accident cases

Fig. 2　Average agreement in Japan

4.  結 果
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4.2  各国ごとの度数分布 

　Fig. 4，Fig. 5，Fig. 6に各国ごとのより詳細な回答

結果として，各交通事故ケースごとの相対度数を表し

たグラフを示す．ただし，11段階のリッカート尺度か

ら簡略化して，賛成（100-60%と回答）と，どちら

でもない（50%と回答），反対（40-0%と回答）の 3

段階として図示した． 

5.1  日米独での共通点 

　Fig. 2，Fig. 3で示したように，第一当事者／第三

当事者死亡のそれぞれの中で，自転車や歩行者の横断

歩道以外での横断（D，G）のような相対的に遭遇頻

度の高い項目が下位にあり，かつ，これらの項目は第

一当事者／第三当事者死亡の差異が小さい．このこと

Fig. 3　 Average agreement comparison among Japan, 
US, and  Germany

Fig. 4　 Relative frequency of agreement in Japan

Fig. 5　Relative frequency of agreement in US

Fig. 6　Relative frequency of agreement in Germany

から「よく遭遇するケースなので AVsにも事故を確実

に回避してほしい」と考えつつも，よく遭遇するから

こそ事故回避の難しさを理解して，回答に迷うユーザ

の姿が浮かび上がる． 

　また，各国とも第一当事者死亡のケースが上位を占

め，ほとんどのケースにおいて，無関係な第三当事者

の死亡につながるような AVsの回避行動は受け入れら

れにくいと結論づけられる．例外的に，日本において，

第一当事者が「四輪」で原因が「信号無視」の場合は

賛成が反対を上回っている．相手の四輪車の信号無視

という通常は想定しにくい事態に対しては，AVsに対

しても酌量の余地が残されているといえる． 

　さらに，各国とも，第一当事者が四輪の場合に比べ

て，自転車や歩行者などの交通弱者（Vulnerable Road 

User, VRU）の場合は容認レベルが低い．交通違反し

たのが VRU本人だったとしても，VRUは守るべき，

という大原則の存在がわかる． 

　まとめると，AVsが交通事故の第二当事者になる可

能性がある場合の社会導入の容認可否は「自車である

第二当事者が自動運転ではなく，もし自分自身が運転

していたとしたら」という観点で，以下のような判断

基準であると考えられる． 

　１． よく遭遇する違反ケースでは，相手が悪くても

「かもしれない運転」で気をつけなければなら

ない． 

　２． 原則的に第三者が被害を受けるのは許容できな

いが，遭遇頻度が低い違反ケースでは受け入れ

る余地がある． 

　３． 違反ケースの遭遇頻度にかかわらず，たとえ違

反したのが VRUであっても，VRUは守られる

べきである． 

5.2  日米独での相違点 

　Fig. 4，Fig. 5，Fig. 6の結果から明らかになった日

米独の考え方の違いを示す．Fig. 4に示す日本では総

論賛成の人が多く，個別ケースで反対に回る人が多い

傾向であるが，一番の特徴は「どちらでもない」を選

ぶ人が多いということである．米独と違い，一般ユー

ザを対象とした調査になっている点は大きいが，今後

の自動運転の動向次第で，この層が賛否のどちらにも

5.  考 察 と 結 論

振れうることは留意すべきである． 

　Fig. 5に示すアメリカでは，総論反対の人が一定数

存在し，首尾一貫してすべての質問に「反対」になっ

ている．そのため，ベースとなる自動運転への賛否の

平均値を押し下げている．コメントでは「信用できな

い」という言葉が上がり，そもそも，機械を信用して

いない傾向にあることが推測される． 

　Fig. 6に示すドイツでは，総論賛成の人は多いが，

第三当事者死亡のケースや VRUのケースで反対に回

る人が多い．自己責任のドライな考え方がある一方で，

VRUに対しては個人の責任を追及しないウェットな

考え方もあるためと推測される． 

　AVsに対する総論的な賛否に加えて，AVsが関わる

可能性のある交通事故シーンを提示して賛否を問うた

ことで，総論賛成・各論反対のようなユーザの受容の

傾向を細かく把握することができた．これにより手法

の妥当性を確認できた． 

　今回の調査において見えてきた AVsの関わる交通

事故に対しての賛否の判断基準は，調査仮説を裏付け

るものであった．すなわち，交通ルールを遵守する

AVsの普及にともない，AVs関連の交通事故が発生し

たとしても，AVsでない車の交通違反によって起きた

交通事故であれば，AVsが批判の対象とはならないこ

とが考えられる．ただし，交通ルールの遵守が難しい

VRUはこれには当てはまらないため，AVsの社会導

入が容認されるためには VRUへの手当てが必要と考

えられる． 

　今後の課題として，定量的な評価による規定因の特

定が挙げられる．そのためには，米独の調査対象の拡

大が必要である．また，今回は，人間ドライバが遭遇

する典型的な交通事故ケースを題材にその賛否を問う

ことにより社会受容性を見る試みであった．しかし，

人間ドライバーが起こさない AVs特有の事故をどのよ

うに抽出し，どのようにユーザに想像して賛否を考え

てもらうか，という点は大きな課題となる．

6.  む す び
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